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（ ） （ 「 」 。） 、 、1945 20 1948 12 10昭 和 年 に 成 立 し た 国 際 連 合 以 下 国 連 と い う は 年 月 日

平 和 を 実 現 す る た め 「 世 界 人 権 宣 言 」 を 採 択 し 、 人 権 は 世 界 中 の 人 々 が 共 有 す る 考 え 方 と

。 、 、 、 、な り ま し た こ の 宣 言 は す べ て の 人 間 が 人 間 と し て 尊 重 さ れ 自 由 で あ り 平 等 で あ り

差 別 さ れ て は な ら な い こ と を 定 め て い ま す 。

こ の 宣 言 に 基 づ い て 、 法 的 拘 束 力 を も つ の 国 際 条 約 が 現 在 ま で に 採 択 さ れ 、 人 権 の26

国 際 基 準 を 示 し て い ま す 。 日 本 は そ の う ち の 条 約 締 結 国 に な っ て い ま す 。10

そ し て 、 国 連 は 、 年 の 総 会 に お い て 、 年 か ら 年 ま で の 年 間 を 「 人 権1994 1995 2004 10

教 育 の た め の 国 連 年 」 と 決 議 し 、 行 動 計 画 を 採 択 し ま し た 。 こ れ は 、 人 権 の 擁 護 ・ 促10

進 を 目 指 す 過 去 年 間 の 世 界 的 な 集 大 成 と も い え る も の で す 。50

世 紀 、 人 類 は 二 度 に わ た る 世 界 大 戦 を 経 験 し 「 平 和 の な い と こ ろ に 人 権 は 存 在 し 得20 、

な い 「 人 権 の な い と こ ろ に 平 和 は 存 在 し 得 な い 」 と い う 大 き な 教 訓 を 得 ま し た 。 人 権」、

の 尊 重 が 平 和 の 基 礎 で あ る と い う こ と が 世 界 の 共 通 認 識 に な っ て い ま す 。

こ の よ う な 意 味 で 、 世 紀 は 「 人 権 の 世 紀 」 と 呼 ば れ て い る の で す 。21

こ れ を 受 け て 我 が 国 で も 、 国 内 行 動 計 画 を 決 定 し 、 人 権 教 育 を 推 進 す る た め の 具 体 的 取

組 が 行 わ れ て い ま す 。

国 栃 木県

人 権 擁 護施 策 推 進 法1995 1996 (H 8)
「 人 権 教 育 の た め の 国 連 1 0年 」 に 関 す る 国 内 行 動 計 画1997 (H 9)
人 権 擁 護推 進 審 議 会 答申1999 (H11)

第 1号 答 申 ： 教 育 及 び 啓 発 に 関 す る 基 本 的 事 項 ）（

栃 木県 人 権 ・同 和 問 題意 識 調 査2000 (H12) 2000 (H12)人 権 教 育 及 び 人 権 啓 発 の 推 進 に 関 す る 法 律

栃 木 県 人 権 教 育 ・ 啓 発 推 進 行 動 計 画2001 (H13) 2001 (H13)人 権 擁 護推 進 審 議 会 答申

栃 木県 同 和 対策 審 議 会意 見 具 申（ 第 号 答 申 ： 人 権 救 済 制 度 に つ い て ）2
人 権 教 育・ 啓 発 に 関 する 基 本 計 画 栃 木 県人 権 教 育 基 本方 針2002 (H14)

2004

なぜ、２１世紀は「人権の世紀」といわれている

のですか？
Q 1
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日 本 が 締 結 し て い る 主 な 国 際 条 約

名 称採 択 年 月 日 発 効 年 月 日 締 結 年 月 日

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約1966.12.16 1976. 1. 3 1979. 6.21
市 民 的 及 び 政治 的 権 利 に 関 する 国 際 規 約1966.12.16 1976. 3.23 1979. 6.21
難 民 の 地 位 に関 す る 条 約1951. 7.28 1954. 4.22 1981.10. 3
女 子 に 対す る あ らゆ る 形 態の 差 別 の撤 廃 に 関す る 条 約1979.12.18 1981. 9. 3 1985. 6.25
児 童 の 権 利 に関 す る 条 約1989.11.20 1990. 9. 2 1994. 4.22

「 人 権 教 育 のた め の 国 連 年 」 行 動 計画 の 目 的10
a 人 権と 基 本 的 自 由 の尊 重 の 強 化
b 人 格及 び 人 格 の 尊 厳に 対 す る 感 覚 の十 分 な 発 達
c す べ て の 国 家 、 先 住 民 、 及 び 人 種 的 、 民 族 的 、 種 族 的 、 宗 教 的 及 び 言 語 的 集 団 の 間

の 理 解 、 寛 容 、ジ ェ ン ダ ー の 平等 並 び に 友 好 の促 進
d す べて の 人 が 自 由 な社 会 に 効 果 的 に参 加 で き る よ うに す る こ と
e 平 和を 維 持 す る た めの 国 連 の 活 動 の促 進
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「 人 権 教 育 の た め の 国 連 年 」 を 定 め た 国10
連 総 会 の 決 議 で は 、

と 述 べ ら れ て い ま す 。

こ の よ う に 、 人 権 教 育 を 生 涯 学 習 の 観 点 か

ら 幅 広 く と ら え る 必 要 が あ り ま す 。 そ し て 、

人 権 と い う 普 遍 的 文 化 を 世 界 に 築 き 、 社 会 の

す み ず み ま で 人 権 を し っ か り 根 付 か せ て い く

こ と が 大 切 で す 。

、 、ま た 人 権 教 育 を 具 体 的 に 進 め て い く に は

右 の よ う に 人 権 教 育 を 総 合 的 に と ら え て い く

こ と が 必 要 で す 。

H14.12『人 権 の窓 （ 小学 校 保 護者 用 』 県 教委 総 務課）

人 権 教 育 を 進 め る に 当 た っ て

栃木県では、上の図のよう

に３つの観点から人権教育

を推進しています。

右のような世界の人権教育

の考え方が、栃木県の人権

教育のとらえ方に生かされ

ていますね。それでは、同

和教育で培ってきた成果を

もとに、どのようにして人

権教育へと発展的に再構築

されてきたのか、社会教育

において今後どのように取

り組んでいったらよいのか、

次のページから詳しく考え

ていきましょう。

人 権 教 育 は 、 単 な る 情 報 提 供 に と ど ま ら ず 、

あ ら ゆ る 発 達 段 階 の 人 々 、 あ ら ゆ る 社 会 階 層

の 人 々 が 、 他 の 人 々 の 尊 厳 に つ い て 学 び 、 ま

た そ の 尊 厳 を す べ て の 社 会 で 確 立 す る た め 、

生 涯 に わ た っ て そ の 方 法 と 手 段 を 学 ぶ こ と で

あ る 。

◆ 「 わ た し （ 自 己理 解 ） → あ なた （ 他

者 理 解 ） → わ た し た ち （ 共 生 」 と）

いう プロセ スを大 切にす る。

◆ 知 識 か ら 価 値 ・態 度 ・ 技 能 をは ぐ く

み、 行動に 導く。

◆ セ ル フ エ ス テ ィー ム 、 感 性 から の ア

、 。プロ ーチ 参加 型学習 の導入 を図る

1996参考 『人権啓発への展望』総務庁長官官房地域改善対策室

人権という普遍的文化を築くために

人 権 に つ い て の 教 育

Education on/about Human Rights

「 人 権 とは 何 か 」 に つ いて 学 ぶ こ と 。 人

権 を 守 り育 て て い く 人 間を 育 成 し て い く

た め に 、人 権 に つ い て の基 本 的 考 え 方 、

実現 させる ための 方法。

人 権 と し て の 教 育

Education as Human Rights

，教育 を受け ること そのも のが人権 であり

様 々 な 理由 か ら 教 育 の 機会 を 奪 わ れ て き

た人 々に対 して教 育を保 障するこ と。

人 権 の た め の 教 育

Education for Human Rights

何 の た めの 人 権 教 育 か とい う 目 的 が 明 確

で あ る こと 。 人 権 を 守 り促 進 す る 社 会 や

個 人 を 育て る た め 、 人 権擁 護 ・ 確 立 に 向

け た 主 体的 な 力 と な る 態度 や 技 能 を 身 に

付け ること が大切 となる 。

人 権 を 通 じ て の 教 育

Education in/through Human Rights

人 権 教 育は ， そ の 学 習 過程 そ の も の も 人

権 が 守 られ た 状 況 の 中 で展 開 さ れ る べ き

で あ る とい う こ と 。 教 育に 参 加 す る す べ

て の 人 たち の 人 権 が 尊 重さ れ る 環 境 と 雰

囲気 づくり が大切 となる 。

『 』参考 人権感覚育成プログラム研究開発事業報告書

2002人権感覚育成プログラム研究開発実行委員会

人権教育をとらえるために
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本 県 に お け る 同 和 教 育 は 、 昭 和 年 に 取 組 を 開 始 し 「 同 和 教 育 基 本 方 針 ｣及 び 「 同 和49 、

教 育 の 推 進 に つ い て 」 に 基 づ き 、 す べ て の 学 校 す べ て の 地 域 に お い て 組 織 的 ・ 計 画 的 に 推

進 し て き ま し た 。

さ ら に 、 平 成 年 月 の 地 域 対 策 改 善 協 議 会 の 意 見 具 申 、 同 年 月 の 県 同 和 対 策 審 議 会8 5 9
の 意 見 具 申 を 受 け て 、 平 成 年 か ら は 、 同 和 問 題 を 人 権 問 題 の 柱 と し て と ら え 、 人 権 に 関9
す る あ ら ゆ る 問 題 の 解 決 に つ な げ て い く と い う 広 が り を も た せ な が ら 、 一 人 一 人 を 大 切 に

す る 人 権 尊 重 を 貫 く 教 育 と し て 同 和 教 育 を 推 進 し て き ま し た 。

県 教 育 委 員 会 で は 、 平 成 年 月 日 「 栃 木 県 人 権 教 育 基 本 方 針 」 を 決 定 し 、 人 権13 11 6 、

尊 重 の 精 神 の 涵 養 を 目 的 と し て 人 権 教 育 を 推 進 し て い く こ と に し ま し た 。 ま た 、 こ れ ま で

取 り 組 ん で き た 同 和 問 題 に つ い て は 、 人 権 教 育 の 中 で 取 り 上 げ る 様 々 な 人 権 問 題 の 中 で も

重 要 な も の と し て と ら え 、 残 さ れ た 課 題 解 決 に 向 け 、 よ り 一 層 工 夫 し な が ら 効 果 的 に 取 り

組 ん で い く こ と に な り ま し た 。 ま た 、 平 成 年 月 、 県 教 育 委 員 会 で は 、 人 権 教 育 が す14 3
べ て の 学 校 、 す べ て の 地 域 で 円 滑 に 推 進 さ れ る よ う 、 指 導 者 用 の 手 引 書 と し て 「 人 権 教 育

の 手 引 」 を 作 成 し ま し た 。

○ 栃木県人権・同和問題意識調査［ 調査］H12

○ 栃木県人権教育・啓発推進行動計画［ ］H13.3.21
県民一人ひとりに、人権の意義や重要性が知識として確実に身に付き、人権問題を直感的にとらえる感

性や日常生活において人権への配慮が態度や行動に現れるような人権感覚・人権意識を十分に身に付け
ることができるよう 「様々な場」を通じて人権教育・啓発を推進する。、

○ とちぎ教育振興ビジョン［ ］H13.3
今後は、これまでの同和教育で積み上げられてきた成果等を踏まえ、同和問題をはじめ、人権にかかわ

る様々な問題の解決を目指し、人権を尊重する教育を積極的に推進していく必要があります。

○ 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律期限後の栃木県同和行政

の在り方について（意見具申 ［ ］） H13.10.3

学校や地域の実情を踏まえるとともに、教育の中立性と主体性が守られるよう留意しながら人権教育を
積極的に推進し、人権の共存が図られ、共生社会の実現されることを強く望むものである。

同和教育から人権教育へ発展的に再構築

人 権 教 育 の ス タ ー ト

人 権 教 育 を 進 め る に 当 た り 、 ま ず 、 栃 木 県 に お
い て 年 間 取 り 組 ん で き た 同 和 教 育 の 成 果 を29
確 認 す る と と も に 、 ど の よ う に 人 権 教 育 へ と 移
行 し て き た の か 理 解 す る こ と が 大 切 で す 。

栃 木 県 に お け る 同 和 教 育 か ら 人 権 教 育 へ の 経 緯 と は

人権教育の基本的考え方を踏まえて、社会教育ではどの

ように取り組んでいったらよいですか？
Q 2
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※ 解 説 のた め を 付し た。

栃木県人権教育基本方針

栃 木 県 教 育 委 員 会

平成１３年１１月６日決定

平成１４年 ４月１日実施

人権は 「人間の尊厳」に基づく人間固有の権利である。我が国の人権、

に関する現状を見ると、性別、社会的身分又は門地等による不当な差別が

、 、 、 、 、今なお存在し また 少子高齢化 国際化 情報化等の社会の変化に伴い

人権に関する新たな課題も生じてきている。これらの課題を早急に解決し

て、一人一人の人間が尊厳をもつかけがえのない存在であるという考え方

が尊重され､守られる社会を作っていくことが求められている。

栃木県教育委員会は、人権の共存を人権尊重の理念とし、人権教育を人

権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動ととらえ、人権教育が、様々な

人権に関する課題解決において極めて大きな役割をもつとの認識の下に、

日本国憲法並びに教育基本法の精神にのっとり、人権教育及び人権啓発の

推進に関する法律等を踏まえ、次の基本方針により人権教育を推進する。

、 、１ すべての学校すべての地域において 人権尊重の精神の涵養を目的に

組織的、計画的に推進されるよう、推進体制の整備・充実を図り、積極

的な推進に努める。

２ 学校教育においては、児童生徒の発達段階に即しながら、各教科等の

特質に応じ、学校の教育活動全体を通じて、人権尊重の理念について理

解を促すように努める。

３ 社会教育においては、生涯にわたって人権に関する多様な学習機会を

提供し、人権尊重の理念について理解を深めるように努める。

４ 指導者の養成及び研修については、計画的に実施し、資質の向上に努

めるとともに、その活用を図る。

５ 各実施主体は、生涯学習の観点に立って、学校教育、社会教育及び家

庭教育のそれぞれの主体性を尊重しつつ、相互の連携を図り、総合的か

つ効果的な推進に努める。

６ 推進に当たっては、学校や地域の実情等に応じ、人権に関する現状を

正しく把握して取り組むとともに、教育の中立性の確保に努める。

人権尊重の理念とは

自分の人権 のみならず、

他人の人権 についても正

しく理解し 、一人一人が

自らの権利 の行使に伴う

責任を自覚 して、互いに

人権を尊重 し合うこと、

すなわち、 人権共存の考

え方ととらえる。

人権尊重の精神の涵養とは

一人 一人が その発達 段階

に応 じ、人 権尊重の 理念

に対 する理 解を深め 、こ

れを 着実に 身に付け てい

くことであ る。

人権とは

人 権とは、 人間の尊 厳に

基 づく人間 固有の権 利で

あ り、社会 を構成す るす

べ ての人々 が個人と して

生 存と自由 を確保し 、社

会 において 幸福な生 活を

営 むために 欠かすこ との

で き な い 権 利 を 意 味 す

る。

 

 

生涯学習の観点に立つとは

人 権教育の推進は 、すべての人々の 人権が真

に 尊重される社会 の実現を目指し、 思いやり

に 満ちた差別のな い明るい地域づく りの視点

か ら行わなければ ならない。そのた めには、

人 権教育を生涯学 習体系に位置付け 、生涯各

期 に合った学習内 容と方法、学習の 場が工夫

されなければならない。

 

栃 木 県 人 権 教 育 基 本 方 針 と は

つ ぎ に 、 栃 木 県 人 権 教 育 基 本 方 針
で 述 べ ら れ て い る 基 本 的 な 考 え 方
を 理 解す る こ と が 大 切 で す 。

様々 な人権に関する課題とは

○同和問 題 ○女性

○子ども ○高齢者

○障害者 ○アイヌの人々

○外国人

○ＨＩＶ 感染者やハンセン病患者等

○刑を終 えて出所した人

○犯罪被 害者等

○インタ ーネットによる人権侵害

○その他
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つ ぎ に 、 人 権 教 育 の 目 的 、 内 容 、 方 法 に つ い て 理

解 す る こ と が 大 切 で す 。 そ の た め に は 、 同 和 教 育

か ら 人 権 教 育 に ど の よ う に 発 展 的 に 再 構 築 さ れ て

き た か を 知る こ と が 重要 で す 。

人 権 教 育 と は

人 権 尊 重 の 精 神 の 涵 養 を 目 的 と す る 教 育 活 動

人権意識を高めるための主な学習内容

高

齢

者

障

害

者

ア
イ
ヌ
の
人
々

外

国

人

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
等

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
人
権
侵
害

そ

の

他

人

権

一

般

刑
を
終
え
て
出
所
し

た
人

犯
罪
被
害
者
等

同

和

問

題

女

性

子

ど

も

同 和 教 育 は

法 の も と の 平 等 の 原 則 に 基 づ き 、

社 会 の 中 に 根 づ よ く 存 在 す る 不 合

理 な 部 落 差 別 を な く し 、 人 権 尊 重

を 貫 く教 育

同 和 教育 基 本 方 針 か ら抜 粋県

昭和５１年 ２月２日決定

平成 ９年１１月４日改正
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社 会 教 育 に お い て 人 権 教 育 の 目 標 を 達 成 し て い く た め に は 、 生 涯 各 期 に お け る 人 権 教 育

の 目 標 を 見 据 え 、 生 涯 学 習 の 観 点 に 立 っ て 、 学 校 教 育 と 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 、 以 下 の

努 力 目 標 の 達 成 に 努 め な が ら 人 権 教 育 を 推 進 し て い く こ と が 大 切 で す 。

社 会 教 育 で 取 り 組 む た め に

社 会 教 育 に お け る 努 力 目 標 】【

ア 人権教育を生涯学習推進計画等に適切に位置付けるとともに、 に努める。推進体制の整備・充実

イ 幼児期から豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断など人間形成の基礎をはぐく

む上で重要な役割を果たす に努める。家庭教育の充実

ウ 公民館等の社会教育施設において、人権に関する学習を取り入れた学級・講座を開設したり、ボラ

多様な学習ンティア活動等の体験活動の機会を充実したりするなど、生涯にわたって人権に関する

の提供に努める。機会

エ 地域の実情や学習者のニーズを把握しながら、参加体験型学習や身近な課題を取り上げるなど、学

習意欲を高める ような人権に関する の開発 に努める。学習プログラム

オ 人権教育を推進する を計画的に養成 するとともに、指導者の人権感覚を磨くなど、資質の指導者

向上を図るための研修を充実し、その活用を図るように努める。

カ 学校教育との連携 を図り、人権教育を に推進できるように努める。総合的かつ効果的

推 進 体 制の 整 備 ・ 充実 ・ ・ ・ ・・ でQ 6
家 庭 教 育の 充 実 ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ でQ 7
多 様 な 学習 機 会 の 提供 ・ ・ ・ ・・ でQ 8
学 習 プ ログ ラ ム の 開発 ・ ・ ・ ・・ でQ 9
指 導 者 の養 成 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ でQ 10
総 合 的 推進 ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ でQ 11

人 権 教 育 の 目 標

◇ 〔 幼児 〕
人 権 尊 重 の 精 神 の 芽 生 え と し て の 感 性 や 望 ま し い 人 間

関 係 をつ くろ う とす る基 礎 的な 態 度を 育て る 。
◇ 〔 小学 生〕

豊 か な 人 間 性 や 自 尊 感 情 を 育 成 す る と と も に 、 人 権 の

大 切 さ に 気 付 き 、 差 別 の な い 望 ま し い 人 間 関 係 を 醸 成 す
る こ とに 努め る 態度 を育 て る。

◇ 〔 中学 生〕
豊 か な 人 間 性 や 自 尊 感 情 を 育 成 す る と と も に 、 人 権 の

意 義 及 び そ の 尊 重 と 共 存 の 重 要 性 に 気 付 き 、 差 別 の な い
。望 ま しい 人間 関 係を 確立 す るこ と に努 める 態 度を 育て る

◇ 〔 高校 生〕
義 務 教 育 に お け る 人 権 教 育 の 基 礎 の 上 に 立 っ て 、 様 々

な 人 権 問 題 に 対 す る 理 解 を 深 め る と と も に 、 人 権 尊 重 社
会 を 築い てい こ うと する 意 欲と 態 度を 育て る 。

◇ 〔 成人 〕
人 権 問 題 を 自 ら の 課 題 と し て と ら え る と と も に 、 人 権

感 覚 を 磨 き 、 日 常 生 活 に お い て 人 権 へ の 配 慮 が 態 度 や 行
動 に つ な が る よ う な 人 権 意 識 を 高 め 、 人 権 尊 重 社 会 の 形
成 者 とし て必 要 な資 質や 能 力を 養 う。

〔 成 人（ 保護 者 〕）
学 校 で推 進 す る人 権 教 育を 理 解 し、 家 庭に お い て支 え

深 め て いけ る よ う、 人 権 問題 を 自 らの 課 題と し て とら え
る と と もに 、 人 権感 覚 を 磨き 、 日 常生 活 にお い て 人権 へ
の 配 慮 が態 度 や 行動 に つ なが る よ うな 人 権意 識 を 高め 、

人 権 尊 重社 会 の 形成 者 と して 必 要 な資 質 や能 力 を 養う 。
〔 成 人（ 高齢 者 〕）

様 々 な人 権 問 題を 正 し く認 識 し 、差 別 のな い 明 るい 地
域 づ く りの 相 談 役・ 指 導 的な 役 割 を果 た せる よ う 、人 権
問 題 を 自ら の 課 題と し て とら え る とと も に、 人 権 感覚 を
磨 き 、 日常 生 活 にお い て 人権 へ の 配慮 が 態度 や 行 動に つ
な が る よう な 人 権意 識 を 高め 、 人 権尊 重 社会 の 形 成者 と
し て 必要 な資 質 や能 力を 養 う。

このよ うに、 社会 教育に おいて 人権

教育を 進めて いく ために は、生 涯学

習の観 点に立 った 目標の 設定、 学習

内容の 構成、 学習 手法の 採用が 重要

となってきます。

そこで、 で生涯各期における学習Q3
課題の設定について、 で人権学習Q4
を進め る活動 の在 り方に ついて 詳し

く述べていきます。

また、 幅広い 人権 に関す る学習 を通

して、 様々な 人権 問題の 解決に 向け

て日常 生活の 中で 具体的 な実践 や行

動につ なげて いく ことが 求めら れて

います。 でそのためのポイントとQ5
なる実 践的な 人権 意識の 育成に つい

て解説していきます。
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学 習 内 容 を 明 確 化 す る に は 、 生 涯 学 習 の 観 点 に 立 っ て 、 い く つ か の 段 階 や 視 点 で 学 習 課

題 を 整 理 す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の 具 体 例 と し て 以 下 の よ う な 内 容 で 整 理 す る こ と が で き

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ る 人 間 が 生 ま れ て か ら 死 ぬ ま で の 間 の 過 程 を ラ イ フ サ イ ク ル と い う 言 い 方 を し ま す 。

人 生 は 質 的 に 異 な る い く つ か の 時 期 か ら 成 り 立 っ て い ま す 。 生 涯 各 期 の 区 分 は 、 必 ず し も

固 定 し た も の で は な く 、 「 人 権 教 育 の 手 引 」 で は 、 以 下 の よ う に 対 象 者 を 踏 ま え な が ら 、

人 権 教 育 の 目 標 を 設 定 し て い ま す 。  

幼 児 期  青 少 年 期  成 人 期  高 齢 期  

成      人  
幼 児  小 学 生  中 学 生  

高 校 生  （ 保 護 者 ）  高 齢 者  
※  初 等 中 等 教 育 を 修 了 し た 青 年 は 、 成 人 に 含 め て い ま す 。  

 

 

 学 習 内 容 は 、 属 性 ご と 、 つ ま り あ る 一 定 の 共 通 性 を も っ た 人 間 の 集 合 体 ご と に 考 え て い

か な け れ ば な り ま せ ん 。 そ の 際 、 適 切 な 時 期 に 達 成 さ れ な け れ ば な ら な い 課 題 で あ る 発 達

課 題 と 人 権 教 育 と の 関 連 を 考 慮 し な が ら 学 習 課 題 を 設 定 す る こ と が 大 切 で す 。  

ま た 、 対 象 者 が 置 か れ た 立 場 か ら 学 習 課 題 を 整 理 す る こ と も 必 要 で す 。 親 と 子 、 子 と 孫

と い う 家 族 関 係 や 、 地 域 に お け る 役 割 な ど も 構 成 要 素 と な り ま す 。 成 人 の 中 に 保 護 者 と 高

生涯各期の目標を達成するために必要な学習

課題をどう設定したらよいですか？   Q 3 

人 権 に 関 す る 学 習 は 、 人 生 を よ り よ く 生 き

る た め の 生 涯 を 通 じ た 学 習 で す 。 そ の た め

に は 、 ラ イ フ サ イ ク ル に 応 じ た 生 涯 各 期 の

人 権 教 育 の ね ら い を 明 確 に し な が ら 、 学 習

課 題 を 設 定 し 、 学 習 内 容 の 系 統 化 を 図 る こ

と が 大 切 で す 。  

学 習 者 ・ 学 習 内 容 ・ 学 習 方 法を 網 羅 的に 把 握 する 段 階  

・  生 涯 学 習 の 観 点 に 立 ち 、 網 羅 的 に 把 握 す る 視 点  

特 定 軸 を 設 定 し、その 軸にしたがって 横 断 的 につないでいく 段 階  
・  ラ イ フ サ イ ク ル を も と に 生 涯 各 期 を 基 準 と し て 整 理 す る 視 点  
・  学 ぶ べ き 人 権 問 題 を 基 準 と し て 整 理 す る 視 点  
・  特 に 学 習 の 必 要 な 対 象 者 を 基 準 に し て 整 理 す る 視 点  
・  地 域 ご と の 課 題 に 基 づ い て 整 理 す る 視 点  
人 権 学 習 の 中 心 的 方 向 を 明らかにする 段 階  

・  日 常 生 活 の 中 で 行 動 に 結 び つ く 実 践 的 な 人 権 意 識 を 育 て る 視 点  

ライフサイクル をもとに 生 涯 各 期に 人 権 教 育 の 目 標を 位 置 付ける  

関 連 付 けをし ながら 対 象 者に 必 要な 学 習 課 題 を 整 理する  
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齢 者 と を 分 け て 目 標 が あ る の は そ の た め で す 。  

 下 記 に 示 す 一 覧 表 は 、 ほ ん の 一 例 に 過 ぎ ま せ ん 。 様 々 な 要 素 と 関 連 付 け を 行 う こ と が 、

学 習 内 容 の 系 統 化 に つ な が っ て い き ま す 。  

  人権 教育の 目標  主な学 習課 題  

幼
児
期 

幼
児 

人 権 尊 重 の精 神 の 芽 生 え と し て の 感性
や 望 ま し い人 間 関 係 を つ く ろ う と する

基礎 的な 態度 を育 てる 。  

 

小
学
生 

豊 か な 人 間性 や 自 尊 感 情 を 育 成 す ると

と も に 、 人権 の 大 切 さ に 気 付 き 、 差別

の な い 望 まし い 人 間 関 係 を 醸 成 す るこ
とに 努め る態 度を 育て る 。  

 

中
学
生 

豊 か な 人 間性 や 自 尊 感 情 を 育 成 す ると

と も に 、 人権 の 意 義 及 び そ の 尊 重 と共

存 の 重 要 性に 気 付 き 、 差 別 の な い 望ま
し い 人 間 関係 を 確 立 す る こ と に 努 める

態度 を育 てる 。  

 青 

少 

年 

期 

高
校
生 

義務 教 育に おけ る 人権 教

育の 基 礎の 上に 立 って 、

様々 な 人権 問題 に 対す る

理解 を 深め ると と もに 、

人権 尊 重社 会を 築 いて い

こう と する 意欲 と 態度 を

育て る。  

 

保
護
者 

学校 で 推進 する 人 権教 育

を理 解 し、 家庭 に おい て

支え 深 めて いけ る よう 、

人権 問 題を 自ら の 課題 と

して と らえ ると と もに 、

人権 感 覚を 磨き 、 日常 生

活に お いて 人権 へ の配 慮

が態 度 や行 動に つ なが る

よう な 人権 意識 を 高め 、

人権 尊 重社 会の 形 成者 と

して 必 要な 資質 や 能力 を

養う 。  

 

成 

人 

期 

高
齢
者 

様々 な 人権 問題 を 正し く

認識 し 、差 別の な い明 る

い地 域 づく りの 相 談役 ・

指導 的 な役 割を 果 たせ る

よう 、 人権 問題 を 自ら の

課題 と して とら え ると と

もに 、 人権 感覚 を 磨き 、

日常 生 活に おい て 人権 へ

の配 慮 が態 度や 行 動に つ

なが る よう な人 権 意識 を

高め 、 人権 尊重 社 会の 形

成者 と して 必要 な 資質 や

能力 を養 う。  

成

人 

人 権問 題 を自

ら の課 題 とし

て とら え ると

と もに 、 人権

感 覚を 磨 き、

日 常生 活 にお

い て人 権 への

配 慮が 態 度や

行 動に つ なが

る よう な 人権

意 識を 高 め、

人 権尊 重 社会

の 形成 者 とし

て 必要 な 資質

や 能 力 を 養

う。  
 

 

日
常
生
活
の
中
で
善
悪

の
区
別
を
つ
け

る 

差
別
を
し
な
い
心
構

え
を
も
つ 

差
別
の
実
態
に
つ
い
て
の

認
識
を

深
め
、
偏
見
を

取
り
除
く 

人
権

問
題
に
つ

い
て
の
正
し
い
理
解
を
通
し
て
、
差
別
の
な
い
共
に
生
き

る
社
会

づ
く
り
に
努
め

る 

自
然

に
親

し
み
、
動
植
物

へ
の
や
さ
し
い
心
を
も
つ 

生
命
あ
ふ
れ
る
も
の

に
触

れ
、
生
命
尊

重
の
心
を
も
つ 

友
達
と
仲
良
く
遊
ぶ 

友
の
尊
さ
を
理
解
し
、
正
し
い
人
間
関
係
を
築
く 

豊
富
な
知
識
や
経
験

を
社
会
の
た
め
に
役
立

て
る 

子
ど
も
の

人
格
の
基
本
と
な

る
望
ま
し
い
性
格
を
育
て
る 

自
分
と
異
な
る
信
条
や
主

張
等
を

理
解

で
き

る
広

い
心
を
も
つ 

自
然
環
境

に
対
す
る
理
解
を

深
め
、
環
境
保
護
に
積
極
的

に
取
り
組
む 

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
自
治
会
活
動
等
を
通
し
て
、
地
域

で
の

人
間
関
係
を

深
め

る 

郷
土
文
化
の
継

承
を
通
し
て
、
郷
土
を
愛
す

る
心
を
も
つ 

郷
土
の
文
化
を
若
者

に
継

承
し
、

新
し
い
文
化
の
創
造

に
努
め

る 

国
際
交
流
を
図
り
、

外
国
の
文
化
や
外
国
人
の
立

場
を
尊

重
す

る 

自
然
体
験

・
社
会
体
験
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
積
極
的

に
参
加
す

る 

子
ど
も
の
健
全
育
成
や
明
る
い
地
域
づ
く
り
に
努
め
る 

親
や

祖
父
母

の
生

き

方
に

学
び
、
勤
労
の

尊
さ

を
知
る 

国
際
感
覚
の
上
に
立
っ
て
、

平
和
な
社
会
づ
く
り
に
努
め

る 

手
伝

い
を
す
る 
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豊かな人間性を育てる 人権意識人 権 教 育 の 内 容 は 、 下 の 図 に 示 す よ う に 、 こ と 、

を高める 人権が尊重された雰囲気や環こ と 、 さ ら に こ れ ら を 支 え る も の と し て 、

を 行 う こ と の ３ つ の 観 点 か ら 構 成 さ れ て い ま す 。 こ れ ら の ３ つ の 取 組 が 相 ま っ境づくり

て こ そ 、 人 権 尊 重 の 精 神 の 涵 養 を 図 る こ と が で き る も の で あ り 、 ど れ か １ つ に 取 り 組 め ば

よ い と い う も の で は あ り ま せ ん 。

社会教育で行われる学習に必要な「人権教育の視

点」とは？
Q 4

豊かな人間性を育てる 人権意識を高める

人権が尊重された雰囲気や環境をつくる

人
権
尊
重
の

精
神
の
涵
養

・生命を尊重する心

・他人を思いやる心

・ 正 義 感 や公 平 さ を 重 んじ る 心

・個性を認め合う心

等

○人権一般

（ 平 等 権 、 自 由 権 、 社 会 権・基本的人権

個人の尊重、人権の歴史等等 、）

様々な人権問題○

同和問題、 女性、子ども、高齢 者等・

・講座等を民主的な雰囲気で実施する。

（自由に発言できる、居心地がいい、適切な言葉遣い、一人一人を大切に、名前を正しく・・・等）

・講座等を実施する環境を整える。

（清潔、適温、個人情報の適正な取扱い、啓発ポスターの掲示・・・等）

それでは社会教育の場面

では、この３つの内容に

ついてどのように取り組

めばいいのですか？
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を 育 て る こ と は 、 左 の 表 に 例 示豊かな人間性

し た よ う な 内 容 を 身 に 付 け る こ と で あ り 、 社 会 教

育 の 場 面 で は 、 社 会 奉 仕 体 験 、 自 然 体 験 、 交 流 活

動 等 の 学 習 活 動 の 充 実 が 求 め ら れ ま す 。 豊 か な 人

間 性 は す べ て の 事 業 す べ て の 講 座 に お い て は ぐ く

ま れ る も の で あ り 、 人 権 に つ い て 直 接 取 り 上 げ て

い な い 講 座 に お い て も 、 豊 か な 人 間 性 を 身 に 付 け

る と い う 視 点 で 事 業 を 実 施 す る こ と は 、 人 権 教 育

を 推 進 す る 上 で 重 要 な こ と で す 。

を 高 め る に は 、 人 権 一 般 や 様 々 な 人 権 問 題 に つ い て の 学 習 活 動 を 通 し て 、 人人権意識

権 に 関 す る 知 識 や 技 能 ・ 態 度 を 身 に 付 け る こ と が 大 切 で す 「 人 権 に 関 す る 学 習 」 と い っ。

た 場 合 に は 、 一 般 的 に こ の 内 容 を 主 と し た 学 習 を 指 す こ と に な り ま す 。

し た が っ て 、 こ の 内 容 に つ い て は 社 会 教 育 ・ 生 涯 学 習 主 管 課 に お い て 予 算 措 置 を し て 、

各 種 講 座 や 事 業 を し っ か り と 実 施 し て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。

人 権 感 覚 と は 、 人 権 の 大 切 さ や 価 値 、 人 権 が 擁 護 さ れ 実 現 さ れ て い る 状 態 を 感 知 し 、 こ

れ を よ し と し 、 反 対 に 、 こ れ が 侵 害 さ れ て い る 状 態 を 感 知 し て こ れ を 許 せ な い と す る よ う

な 価 値 志 向 的 な 感 覚 で あ り 、 人 権 意 識 と は 「 人 権 に 関 す る 知 識 や 技 能 の ほ か 、 感 性 や 人、

権 感 覚 も 含 め 、 人 権 を 尊 重 で き る 意 識 」 と 言 え ま す 。

こ れ ら の 関 係 を 整 理 す る と 次 の よ う に な り ま す 。

人 権 感 覚 と 人 権 意 識

人 権 感 覚 と 人 権 意 識

［人 権感覚］

人 間だ れに も保 障さ れて いる 基本的

人 権が 、偏 見や 差別 によ り妨 げられ

た り、 妨げ られ そう にな った とき、

“ いち 早く その 不合 理性 ・不 当性に

気付く感覚（センス ” である。）

［人 権意識］

豊 かな 人間 性を基 盤に 磨か れた 人権 感

覚 と人 権に かかわ る学 習で 得た 知識 や

技能が一 体化し 人権尊重の意義 を理、“

解 して 偏見 を排除 し、 差別 の不 合理 性

を 認識 でき る判断 力で あり 、自 分自 身

で対応しようとする意思”である 。

豊 か な 人 間 性 を 育 て る た め の 学 習

人 権 意 識 を 高 め る た め の 学 習

豊 か な 人 間 性

○生命 を尊 重す る心

○ 他人 を思 いやる 心

○ 正 義 感 や 公 正 さ を 重 ん じ る 心

○ 個性 を認 め合う 心

○ 自然 や美 に感動 する 心 等
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人 権 に 配 慮 し た 行 動 に 至 る に は 、 学 習 や 体 験 に よ っ

て 人 権 感 覚 が 磨 か れ 、 人 権 意 識 が 高 め ら れ て い く こ と

が 大 切 で す 。

人 権 感 覚 や 人 権 意 識 の 基 盤 と し て 感 性 が あ り 、 人 間

が 生 ま れ な が ら に も っ て い る 感 性 を 大 切 に し な が ら 豊

か な も の へ と は ぐ く ん で い く こ と が 必 要 で す 。

学 習 や 体 験 の 積 み 重 ね に よ っ て 人 権 感 覚 が 磨 か れ れ

ば 、 人 権 と い う 視 点 で 特 に 意 識 し な く て も 不 合 理 性 ・

不 当 性 に 敏 感 に 気 付 く よ う に な り ま す （ 無 意 識 的 な 行

実践的な動 。 ま た 、 人 権 意 識 の 高 ま り と と も に 、）

が 育 成 さ れ れ ば 、 人 権 に 配 慮 し た 行 動 へ と人権意識

結 び 付 く よ う に な り ま す 。

H10.3『 小 ・中 学 校の 連携 を 図っ た 直接 的 指導 資料 集 』 県 教委 義 務教 育課

に つ い て の 学 習 内 容 と し て は 、 基 本 的 人 権 （ 平 等 権 、 自 由 権 、 社 会 権 等 、人権一般 ）

個 人 の 尊 重 、 人 権 の 歴 史 等 が 挙 げ ら れ ま す 。 こ れ ら の 学 習 に 当 た っ て は 、 学 習 者 の こ れ ま

で の 学 習 状 況 等 を 考 慮 し て い く 必 要 が あ り ま す 。

に つ い て の 学 習 内 容 と し て は 、 同 和 問 題 、 女 性 、 子 ど も 、 高 齢 者 、様々な人権問題

障 害 者 、 ア イ ヌ の 人 々 、 外 国 人 、 Ｈ Ｉ Ｖ 感 染 者 や ハ ン セ ン 病 患 者 等 、 刑 を 終 え て 出 所 し た

人 、 犯 罪 被 害 者 等 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 人 権 侵 害 、 そ の 他 が 挙 げ ら れ ま す 。 こ こ で は 、

地 域 の 実 情 、 講 座 等 の ね ら い や 学 習 者 の 構 成 な ど を 考 慮 し 、 最 も 適 す る 課 題 を 扱 う こ と が

大 切 で す 。

そ の た め に は 、 意 識 調 査 な ど の 客 観 的 な デ ー タ 、 学 習 者 の 実 態 等国 の 答 申 や 行 動 計 画 、

か ら 総 合 的 に 判 断 し 、 学 習 プ ロ グ ラ ム の 中 に 位 置 付 け る 必 要 が あ り ま す 。

人 権 に 関 す る 学 習 内 容 の 取 り 上 げ 方
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人

権

意

識

行 動

（実践的な人権意識）

無
意
識
的
な
行
動

感 性

客 観 的 な デ ー タ で 地 域 の

状 況 を 把 握 す る こ と も 大

切 だし ・・・ 。

国 の 答申 や 基本 計 画 、県 や 市

町 村の 方 針 にも 目 を向 け て お

くこと も大 切です ね！
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○ 県 や 市 町 村 の 意 識 調 査 か ら

栃木 県人 権 ・同 和 問題 意識 調 査 平 成 年 調査 栃木 県『 』 12

国 の 答 申 等 の 情 報 か ら○

世 界 人 権 宣 言

日 本 国 憲 法

国 連 年 国 内 行 動 計 画10

人 権 擁 護 審 議 会 答 申

人 権 教 育 及 び 人 権 啓 発 の 推 進 に 関 す る 法 律

人 権 教 育 ・ 啓 発 に 関 す る 基 本 計 画

県 市 町 村 の 人 権 教 育 基 本 方 針・

等

様 々 な 人 権 問 題 に つ い て の 学 習 を 実 施 す る 場 合 に 重 要 な こ と は 、 取 り 上 げ た 人 権 問 題 に

つ い て の 知 識 と 解 決 へ の 意 欲 を 高 め る こ と は も ち ろ ん 、 他 の 様 々 な 人 権 問 題 へ の 広 が り を

も た せ な が ら 人 権 尊 重 の 理 念 に つ い て 理 解 を 深 め て い く こ と が 大 切 で す 。

な お 、 具 体 的 な 手 法 に つ い て は を ご 覧 く だ さ い 。Q5
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：かなりあると思う

：あると思う

：ほとんどないと思う

：ないと思う

：わからない

：無回答
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人 権 教 育 は 、 の 中 で 展 開 さ れ る 必 要 が あ り ま す 。一人一人の人権が守られた状況

例 え ば 、 公 民 館 等 の 講 座 に お い て 、 学 習 支 援 者 も 学 習 者 も 自 由 に 意 見 を 出 し 合 う こ と が で

き 、 公 正 と 正 義 に 満 ち た 民 主 的 な 雰 囲 気 が 醸 成 さ れ る こ と が 大 切 で す 。 こ の よ う な 一 人 一

人 の 人 権 が 尊 重 さ れ た 環 境 の 中 で 学 習 す る こ と に よ り 、 直 接 人 権 を 取 り 扱 っ た 講 座 で は な

く て も 、 人 権 感 覚 ・ 人 権 意 識 を 育 て る こ と に つ な が っ て い き ま す 。

こ の は 、 豊 か な 人 間 性 を 育 て る こ と や 人人権が尊重された雰囲気や環境づくり

権 意 識 を 高 め る こ と の 取 組 を 支 え る も の と し て 、 す べ て の 事 業 す べ て の 講 座 に お い て 取 り

組 ま れ な け れ ば な り ま せ ん 。 全 職 員 で 人 権 が 尊 重 さ れ た 雰 囲 気 や 環 境 づ く り に 積 極 的 に 取

り 組 む だ け で な く 、 職 員 自 ら の 人 権 感 覚 ・ 人 権 意 識 を 高 め て い く こ と が 大 切 で す 。

人 権 が 尊 重 さ れ た 雰 囲 気 や 環 境 に つ い て 考 え て み ま し ょ う ！ ！

・自由 に発 言が でき ます か？

・ 言葉 遣い は適切 です か？

・ 受講 者の 疑問に 答え てま すか ？

・ 公平 に接 してい ます か？

・ 名前 を正 しく呼 んで いま すか ？

・ 一人 一人 を大切 にし てい ます か？

・ 学習 者の 居心地 は良 いで すか ？

等

人権が尊重された環境

人権が尊重された雰囲気

・ 活動 に十分 な広 さが あり ます か？

・騒 がし くあ りま せんか ？

・教 室は 清潔 です か？

・ 暑 く な い です か 、 寒 く ない で す か ？

・ テ レ ビ 画 面は 、 ど の 席 から も よ く 見

え ます か？

・使 用す る教 材等 は足り てま すか ？

・個 人情 報は 守ら れてま すか ？

・ 人 権 啓発 ポ ス ター の 掲 示は ？

等

人 権 が 尊 重 さ れ た 雰 囲 気 や 環 境 づ く り
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、「 」 。事 業 を 実 施 す る に 当 た っ て は 人 権 教 育 の 視 点 を 明 ら か に し て い く こ と が 大 切 で す

具 体 的 に は 、 事 業 や 講 座 の 学 習 目 標 の 中 に 「 人 権 教 育 の 視 点 」 を 位 置 付 け る な ど し て 、 す

べ て の 事 業 の 中 に 人 権 教 育 を 機 能 さ せ て い く こ と で す 。 そ う す る こ と で 、 人 権 教 育 担 当 者

の み な ら ず 、 す べ て の 職 員 で 人 権 教 育 を 展 開 す る こ と が で き る よ う に な り ま す 。 ま た 、 年

間 事 業 計 画 を 作 成 す る に 当 た っ て は 、 す べ て の 事 業 を 「 人 権 教 育 の 視 点 」 で と ら え る こ と

で 、 人 権 教 育 を 総 合 的 に 推 進 す る 体 制 を 整 え る こ と が で き る よ う に な り ま す 。

学 習 展 開 計 画 の 中 に 人 権 教 育 の 視 点 を 位 置 づ け た 工 夫 例

○○公 民館 「自然 体験教 室」学 習展開 計画 対 象：１ ０才～ １５才

第 ２ 回 学習 テーマ 「森に ついて 知ろう 」

・町の総面 積の４分の３ を占める森林 について理解を 深める。学 習 目 標

・ネイチャ ーゲームを通 して参加者の 親睦を図り、自 然とのふれあ いを深める。

豊かな人間性 ・豊かな自 然に触れるこ とで，自然や 美に感動する心 を育てる。

人 権 意 識

・自由 に思っ たこと を伝え合 う雰囲 気づく りに努め ，一人 一人の 気付きを 共有でき

るように する。

会 場 図

人
権
教
育
の
視
点

人 権 が 尊 重
さ れ た 雰 囲
気や環境

豊かな人間性を育てる観点から人権教育の視点を位置づけた例

人権意識を高める観点から人権教育の視点を位置づけた例

○○公 民館 「人権 学習入 門講座 」学習 展開計 画 対象 ：地域 住民

第 ４ 回 学習 テーマ 「ノーマライゼーションの世の中を目指して」～障害 者の人 権～

・障害 のある なしに かかわら ず、だ れもが 共に生活 できる 社会（ ノーマラ イゼーシ学 習 目 標

ョン）の 実現に向け、 正しい理解と 認識を深める。

豊かな人間性 ・個性を認 め合う心や他 人を思いやる 心を育てる。

人 権 意 識 障害 者に対 しての 先入観や 固定観 念に気 付き、共 生社会 の実現 に向けて 日常生活・

の中で一 人一人が実行 できることを 考え合う。

、 。・会場内に 人権啓発ポス ターを掲示し 障害者の人権に ついて学ぶ意 識付けを図る

会 場 図

人 権 が 尊 重
さ れ た 雰 囲
気や環境

人
権
教
育
の
視
点

人 権 教 育 の 視 点


